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(57)【要約】
　水中の魚から、シラミ等の外部寄生虫を除去する方法であって、以下の：（ｉ）ネオニ
コチノイドを投与して、前記魚から前記外部寄生虫を除去する工程；及び、（ｉｉ）除去
された前記外部寄生虫を含む水を置換水で交換して、前記除去された外部寄生虫と魚を分
離する工程；を含む方法が提供される。当該ネオニコチノイドは、イミダクロプリドでは
なく、かつ、飼料内投与用には構成又は処方されていない。当該魚は、サケ科魚、イワナ
属魚、又は掃除魚であり、かつ、当該ネオニコチノイドは、致死未満量及び／若しくは致
死未満時間、致死量及び／若しくは致死時間、又は、外部寄生虫をノックダウンする量で
適用される。当該方法は、さらに、例えば、前記除去された外部寄生虫を含む水の試料か
ら前記外部寄生虫を採取することにより、例えば、前記試料をフィルタ、好ましくはメッ
シュフィルタに通すことにより、前記除去された外部寄生虫の環境への放出を防ぐ工程を
含む。本方法で使用するネオニコチノイドも提供される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　水中の魚から外部寄生虫を除去する方法であって、以下の：
　（ｉ）　ネオニコチノイドを投与して、前記魚から前記外部寄生虫を除去する工程；及
び、
　（ｉｉ）　除去された前記外部寄生虫を含む水を置換水で交換して、前記除去された外
部寄生虫と魚を分離する工程；を含む方法であって、ここで、
　前記ネオニコチノイドは、イミダクロプリド、又はその医薬上有効な塩若しくはエステ
ルではなく；かつ、
　前記ネオニコチノイドは、飼料内投与用には構成又は処方されていない、方法。
【請求項２】
　前記ネオニコチノイドは、１～５００ｐｐｍ、１～２００ｐｐｍ、２０～２００ｐｐｍ
、１～６４ｐｐｍ、１０～６４ｐｐｍ、１０～５０ｐｐｍ、５０ｐｐｍ以上、１００ｐｐ
ｍ以上、又は２００ｐｐｍ以上の濃度（ｗ／ｖ）で投与される、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ネオニコチノイドは、１８０分以下、１２０分以下、６０分以下、３０分未満、２
０分未満、１５分以下、１０分未満、又は５分以下で適用される、請求項１又は２に記載
の方法。
【請求項４】
　前記魚は、サケ科魚、イワナ属魚、又は掃除魚（ｃｌｅａｎｅｒ　ｆｉｓｈ）である、
請求項１～３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
　前記ネオニコチノイドは、致死未満量及び／若しくは致死未満時間で適用され、並びに
／又は、前記ネオニコチノイドは、外部寄生虫をノックダウンする量で適用される、請求
項１～４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
　前記ネオニコチノイドは、投与される唯一の外部寄生虫駆除剤である、請求項１～５の
いずれか一項に記載の方法。
【請求項７】
　前記ネオニコチノイドは、クロチアニジン、ジノテフラン、アセトアミプリド、イミダ
クロプリド、ニテンピラム、ニチアジン、チアクロプリド若しくはチアメトキサム、又は
その医薬上有効な塩若しくはエステルである、請求項１～６のいずれか一項に記載の方法
。
【請求項８】
　前記ネオニコチノイドは、チアメトキサム、又はその医薬上有効な塩若しくはエステル
ではない、請求項１～７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項９】
　前記ネオニコチノイドは、クロチアニジン、又はその医薬上有効な塩若しくはエステル
ではない、請求項１～８のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１０】
　さらに、以下の：
　（ｉｉｉ）　前記除去された外部寄生虫の環境への放出を防ぐ工程；
を含む、請求項１～９のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１１】
　前記除去された外部寄生虫の放出を防ぐ工程は、前記除去された外部寄生虫を含む水の
試料から前記外部寄生虫を採取する工程を含む、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　外部寄生虫駆除剤及び外部寄生虫を含む水の除染方法であって、以下の：
　（ｉ）　水の試料を採取する工程；
　（ｉｉ）　前記試料から前記外部寄生虫を採取する工程；
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を含む、方法。
【請求項１３】
　前記水の試料から前記外部寄生虫を採取する工程は、前記試料をフィルタ、好ましくは
メッシュフィルタに通すことを含み、場合によっては、前記フィルタのサイズは、少なく
とも０．２μｍ、少なくとも３０μｍ、少なくとも６０μｍ、又は少なくとも１５０μｍ
の孔又はギャップである、請求項１１又は１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記外部寄生虫は、船虫（ｓｅａ　ｌｏｕｓｅ）である、請求項１～１３のいずれか一
項に記載の方法。
【請求項１５】
　生存する前記外部寄生虫を、場合によっては、外部寄生虫駆除剤を適用して、死滅する
、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　魚の外部寄生虫の寄生の処理の使用のためのネオニコチノイドであって、前記ネオニコ
チノイドはイミダクロプリド、又はその医薬上有効な塩若しくはエステルではなく、前記
ネオニコチノイドは飼料内投与用に構成又は処方されていない、使用のためのネオニコチ
ノイド。
【請求項１７】
　前記ネオニコチノイドは、１８０分以下、１２０分以下、６０分以下、３０分未満、２
０分未満、１５分以下、１０分未満、又は５分以下で投与される、請求項１６に記載の使
用のためのネオニコチノイド。
【請求項１８】
　前記ネオニコチノイドは、１～５００ｐｐｍ、１～２００ｐｐｍ、２０～２００ｐｐｍ
、１～６４ｐｐｍ、１０～６４ｐｐｍ、１０～５０ｐｐｍ、５０ｐｐｍ以上、１００ｐｐ
ｍ以上、又は２００ｐｐｍ以上の濃度（ｗ／ｖ）で投与される、請求項１６又は１７に記
載の使用のためのネオニコチノイド。
【請求項１９】
　前記外部寄生虫は、船虫である、請求項１６～１８のいずれか一項に記載の使用のため
のネオニコチノイド。
【請求項２０】
　前記魚は、サケ科魚、イワナ属魚、又は掃除魚である、請求項１６～１９のいずれか一
項に記載の使用のためのネオニコチノイド。
【請求項２１】
　前記ネオニコチノイドは、クロチアニジン、ジノテフラン、イミダクロプリド、アセト
アミプリド、ニテンピラム、ニチアジン、チアクロプリド若しくはチアメトキサム、又は
その医薬上有効な塩若しくはエステルである、請求項１６～２０のいずれか一項に記載の
使用のためのネオニコチノイド。
【請求項２２】
　前記ネオニコチノイドは、チアメトキサム又はその医薬上有効な塩若しくはエステルで
ない、請求項１６～２１のいずれか一項に記載の使用のためのネオニコチノイド。
【請求項２３】
　前記ネオニコチノイドは、クロチアニジン又はその医薬上有効な塩若しくはエステルで
ない、請求項１６～２２のいずれか一項に記載の使用のためのネオニコチノイド。
【請求項２４】
　前記ネオニコチノイドは、致死未満量及び／若しくは致死未満時間で適用され、並びに
／又は、前記ネオニコチノイドは、外部寄生虫をノックダウンする量で適用される、請求
項１６～２３のいずれか一項に記載の使用のためのネオニコチノイド。
【請求項２５】
　１又はそれ以上の外部寄生虫駆除剤を含む魚の外部寄生虫の寄生の処理に用いる組成物
であって、１又はそれ以上の前記外部寄生虫駆除剤の１つが、請求項１６～２４のいずれ
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か一項に記載の使用のためのネオニコチノイドである、組成物。
【請求項２６】
　前記組成物がわずか１つの外部寄生虫駆除剤を含む、請求項２５に記載の組成物。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ネオニコチノイドを用いて、水中の魚から外部寄生虫類を除去する方法、及
び魚の外部寄生虫類の寄生の処理におけるネオニコチノイドの使用、１又はそれ以上の外
部寄生虫駆除剤を含む、魚の外部寄生虫の寄生の処理用組成物であって、当該１又はそれ
以上の外部寄生虫駆除剤の１つが、ネオニコチノイドである組成物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　水産養殖における外部寄生虫の寄生は、商業的な関心が高い。さらに、養殖魚の寄生は
野生魚種に影響を及ぼしうる。しかしながら、商業的に実行可能な処理数は制限されてお
り、それは、例えば、化学療法剤の環境中への放出、かつ、当該薬剤に対する抵抗性又は
他の感受性の低下を獲得する外部寄生虫の出現に関連する懸念のためである。
【０００３】
　ネオニコチノイドは、ニコチンと化学的に類似する神経活性殺虫剤の一種である。ネオ
ニコチノイドファミリーには、アセトアミプリド、クロチアニジン、イミダクロプリド、
ニテンピラム、ニチアジン、チアクロプリド及びチアメトキサムが含まれる。有機リン系
殺虫剤やカルバミン酸系殺虫剤と比較して、ネオニコチノイドの鳥類や哺乳類に対する毒
性は、昆虫類に対する毒性より低い。
【０００４】
　特許文献１は、ニコチン作動性アセチルコリン受容体のアゴニスト又はアンタゴニスト
の投与による、魚類の寄生虫の駆除方法に、漠然と関連する。特許文献１の唯一の実施例
は、単離した船虫に対して、イミダクロプリドを水浴中で１ｐｐｍ又は１００ｐｐｍの濃
度でインビトロで活性化する。しかし、特許文献１の試験では、実験室レベルでない、商
業的環境下で魚類の単離された船虫（sea　lice）にインビボで用いるのに適する用量の
指示はない。
【０００５】
　実際、水浸投与法による商業的に実施可能な処理法の開発は、環境及び安全性の問題の
観点から困難であった。特に、陸生昆虫への負の影響が認識されているため、ネオニコチ
ノイドの環境中への放出を最小限に抑えることが重要であると考えられてきた。
【０００６】
　特許文献２は、カルバメート又は有機リン酸塩、ピレスロイド又はピレトリン、及び、
場合によっては、以下のクラスの分子：クロロニコチニル；フェニルピラゾール；オキサ
ジアジン；ピラゾール；又は有機塩素；から選択される他の殺生物剤、を含む併用処理を
提案する。ただし、魚類処理の実施例の開示はない。
【０００７】
　特許文献３は、ピレスロイド、有機リン酸塩、及び、場合によっては、以下のクラスの
分子：クロロニコチニル；フェニルピラゾール；オキサジアジン；ピラゾール；又は有機
塩素、から選択される別の殺生物剤を含む、併用処理を提案する。ただし、魚類処理の実
施例の開示はない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】欧州特許出願公開第０５９０４２５号明細書
【特許文献２】国際公開第２００９／０１０７５５号公報
【特許文献３】国際公開第２０１０／１０９１８７号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　したがって、安全性、環境保護的及び処理抵抗性の問題を考慮しうる、魚の外部寄生虫
に対する商業的に実行可能な浸水処理が依然として必要である。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　従って、本発明の態様は、水中の魚から外部寄生虫を除去する方法であって、以下の：
（ｉ）ネオニコチノイドを投与して、前記魚から前記外部寄生虫を除去する工程；及び、
（ｉｉ）除去された前記外部寄生虫を含む水を置換水で交換して、前記除去された外部寄
生虫と魚を分離する工程；を含む方法であって、ここで、前記ネオニコチノイドは、イミ
ダクロプリド、又はその医薬上有効な塩若しくはエステルではなく；かつ、前記ネオニコ
チノイドは、飼料内投与用には構成又は処方されていない、方法を提供する。
【００１１】
　好ましくは、当該処理は浸水処理である。
【００１２】
　好ましくは、当該処理は飼料内処理ではない。
【００１３】
　したがって、ネオニコチノイドが船虫を死滅したり、不活化するだけでは不十分である
。代わりに、船虫は、生死にかかわらず、魚から隔離して、採取しなければならず、場合
によっては、別個に殺傷する。このように、当該方法によれば、化学的処理を用いて外部
寄生虫を殺傷する必要なく、外部寄生虫の寄生を処理することができ、外部寄生虫と魚を
分離して、当該外部寄生虫を捕捉しうる。当該方法で除去された外部寄生虫は各々、生存
、瀕死状態、死滅のいずれかの状態である。これは、魚からの外部寄生虫の除去前に外部
寄生虫を死滅させる方法は、殺傷され、かつしばしばその結果、当該魚に緊密に固定され
た外部寄生虫を除去するためのさらなるプロセスが必要となるため、特に有利である。水
産養殖の文脈では、当該方法はまた、船虫汚染を比較的含まない、実質的に含まない、又
は完全に含まない魚介類製品を提供する。
【００１４】
　従って、本発明の方法は、外部寄生虫駆除剤に対してある程度の抵抗性を示す外部寄生
虫の集団の除去に有利に有用であり、これは、外部寄生虫の死滅に必要な用量を、達成に
実用的でないか又は著しい高費用なレベルまで高めうる。この点で、本発明は、処理抵抗
性に対する解決策を提供する。
【００１５】
　本発明の実施形態では、外部寄生虫は、運動性生活環段階にある。本発明の他の実施形
態では、外部寄生虫は、非運動性生活環段階にある。外部寄生虫の個体群内では、外部寄
生虫は運動性生活環と非運動性生活環の両段階にある。従って、本発明の実施形態では、
当該処理は、運動性及び非運動性の生活環の両段階に対して有効であり得る。
【００１６】
　本発明の実施形態では、ネオニコチノイドは、１～５００ｐｐｍ、１～２００ｐｐｍ、
２０～２００ｐｐｍ、１～６４ｐｐｍ、１０～６４ｐｐｍ、１０～５０ｐｐｍ、５０ｐｐ
ｍ以上、１００ｐｐｍ以上、２００ｐｐｍ以上の濃度（ｗ／ｖ）で投与される。
【００１７】
　本発明の例示的実施形態では、ネオニコチノイドは、１、２、５、１０、１５、２０、
２５、３０、５０、６４、１００、２００、又は５００ｐｐｍ　ｗ／ｖの濃度で投与され
る。
【００１８】
　通常、ネオニコチノイドは１５ｐｐｍ　ｗ／ｖ、又は２０ｐｐｍ　ｗ／ｖの濃度で投与
される。
【００１９】



(6) JP 2021-526793 A 2021.10.11

10

20

30

40

50

　特定の実施形態では、ネオニコチノイドは、１００ｐｐｍ　ｗ／ｖ以上の濃度で５～１
５分間、好ましくは２００ｐｐｍ　ｗ／ｖ以上の濃度で５～１５分間投与される。
【００２０】
　本発明の実施形態では、ネオニコチノイドは、５０％、６０％、７０％、８０％、９０
％、９５％、９８％、９９％又は全ての外部寄生虫に十分な期間適用して、魚から除去す
る。
【００２１】
　従って、本方法は、適当な有効時間を推定しうる工程を含んでよい。従って、この方法
は、ネオニコチノイドの投与後にシラミを追跡して、許容可能なレベルの除去（例えば、
除去率）を評価し、かつ、許容可能なレベルの除去の達成に必要な用量及び期間を導出す
ることを含み得る。その後、当該パラメータを、許容可能なレベルの除去の達成見込みの
知識において、除去のレベルを追跡せずに、現場で方法を適用する場合に用いうる。
【００２２】
　通常、ネオニコチノイドは、１８０分以下、１２０分以下、６０分以下、３０分未満、
２０分未満、１５分以下、１０分未満、又は５分以下に適用される。
【００２３】
　本発明の実施形態では、魚は、サケ科魚、イワナ属魚又は掃除魚（cleaner　fish）で
ある。本発明の特定の実施形態では、サケ科は、サケ又はマスである。本発明の特定の実
施形態では、掃除魚は、Ｃｙｃｌｏｐｔｅｒｏｉｄｅａ科又はＬａｂｒｉｄａｅ科由来で
ある。
【００２４】
　ネオニコチノイドは、致死量未満及び／又は致死未満時間の投与が可能である。
【００２５】
　「致死未満（sublethal）」は、処理の用量及び／又は時間に関してよく、外部寄生虫
の死滅に必要な用量及び／又は時間の知識に関して定義されてもよく、いくつかの実施形
態では、「致死未満」は、外部寄生虫駆除剤に対してある程度の耐性を発現した外部寄生
虫の死滅に必要な用量及び／又は時間に関してよい。好ましい実施形態では、致死未満と
は、集団内の全ての外部寄生虫を殺さない処理で、場合によっては４～３２℃の温度であ
る。
【００２６】
　従って、本発明の実施態様は、外部寄生虫がネオニコチノイドによって最初に死滅され
なくてよく、むしろ、魚から放出又は振り外されるように誘導される。これにより、野外
において潜在的危険物質の使用が最小限に抑えられる。処理密封しても周囲環境から完全
に隔離されない場合があるため、適用時間を最小限にすることで、活性物質の漏出が生じ
うる現場で有用である。濃度は処理時間を通して維持されなければならないため、当該状
況下で、処理時間を短縮することで、環境中への薬剤損失を最小限に抑えることができる
。
【００２７】
　当該ネオニコチノイドは、致死量及び／又は致死時間で投与されてよい。
【００２８】
　当該ネオニコチノイドは、外部寄生虫をノックダウンする用量で投与されてよい。
【００２９】
　本発明の実施形態では、ネオニコチノイドは、４～３２℃、４～２４℃、４～１８℃、
４～１６℃、５～１５℃、１０～１４℃、又は１２～１４℃の温度で適用される。
【００３０】
　本発明の実施形態では、ネオニコチノイドは、処理中に投与される唯一の外部寄生虫駆
除剤である。これは、併用処理の非標的効果がより高いため、環境への負の影響が高いと
予想され、耐性出現の可能性が高まるため、併用処理よりも有利である。
【００３１】
　本発明の実施形態では、ネオニコチノイドは、イミダクロプリド、又はその医薬上有効
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な塩若しくはエステルである。本発明の他の実施形態では、ネオニコチノイドは、クロチ
アニジン、ジノテフラン、アセトアミプリド、ニテンピラム、ニチアジン、チアクロプリ
ド若しくはチアメトキサム、又はそれらの医薬上有効な塩若しくはエステルであり得る。
【００３２】
　本発明の特定の実施形態では、ネオニコチノイドは、クロチアニジン、ジノテフラン、
イミダクロプリド若しくはチアメトキサム、又はその医薬上有効な塩若しくはエステルで
ある。本発明の特定の態様において、ネオニコチノイドはクロチアニジンである。本発明
の特定の態様において、ネオニコチノイドはジノテフランである。
【００３３】
　本発明の特定の実施形態では、ネオニコチノイドは、チアメトキサム、又はその医薬上
有効な塩若しくはエステルではない。
【００３４】
　本発明の特定の実施形態では、ネオニコチノイドは、クロチアニジン、又はその医薬上
有効な塩若しくはエステルではない。
【００３５】
　本発明の実施形態では、本方法は、さらに、（ｉｉｉ）前記除去された外部寄生虫の環
境への放出を防ぐ工程；を含む。これは、除去された外部寄生虫を含む水の試料から外部
寄生虫を採取する形態をとりうる。
【００３６】
　好ましくは、当該水の試料は、この方法で使用される全ての水である。
【００３７】
　本発明の実施形態では、本方法は、除去された外部寄生虫の採取工程、場合によっては
、外部寄生虫の濃縮工程、及び生存寄生虫の死滅工程をさらに含む。これは、ネオニコチ
ノイドが外部寄生虫を死滅させると推定される場合、又はネオニコチノイド投与計画が外
部寄生虫を死滅させず、外部寄生虫の単なる除去であることが知られている場合、外部寄
生虫の死滅を確実にするために有利である。これは、ネオニコチノイドに対する外部寄生
虫又は外部寄生虫の個体群の脱感受性に関する問題の発生の回避に役立つ。生存寄生虫の
死滅には、機械的、化学的手段等の適当な手段を用い、通常は外部寄生虫駆除剤を用いる
。
【００３８】
　本発明の実施形態では、ウェルボート等の閉鎖環境で処理された魚は、シーペン等の環
境に戻される。
【００３９】
　本発明の特定の実施形態では、生きているかどうか、死んでいるかどうか、瀕死状態で
あるかどうか、及び／又はノックダウンされているかどうかにかかわらず、それらの卵糸
が存在する場合にはそれらの卵糸を含む、外部寄生虫は、試料をフィルタ、好ましくは篩
等のメッシュフィルタに通して採取される。当業者は、当該目的のために適当に指定され
たフィルタを入手し、使用することができる。当該フィルタのサイズは、少なくとも０．
２μｍ、少なくとも０．４５μｍ、少なくとも５．０μｍ、少なくとも１０μｍ、少なく
とも３０μｍ、少なくとも６０μｍ、又は少なくとも１５０μｍ、例えば、約１５０、６
０、３０、又は０．２μｍの孔又はギャップであり得る。一例として、船虫に適するメッ
シュフィルタのギャップサイズは、約１５０μｍである。
【００４０】
　本明細書中で用いる用語「ノックダウン」は、ネオニコチノイド等の殺虫剤に反応して
、殺虫剤への曝露期間中に、外部寄生虫が、魚等の宿主から物理的に分離する動作をいい
、つまり、「ノックダウン」された外部寄生虫とは、曝露期間中、及び殺虫剤に反応して
、宿主から物理的に分離した外部寄生虫をいう。
【００４１】
　本発明の態様は、外部寄生虫駆除剤及び外部寄生虫を含む水の除染方法であって、以下
の：
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　（ｉ）　水の試料を採取する工程；
　（ｉｉ）　前記試料から前記外部寄生虫を採取する工程；
を含む方法を提供する。
【００４２】
　水の試料から外部寄生虫を採取する工程は、試料をメッシュフィルタに通すことを含ん
でよい。当該メッシュフィルタのメッシュ又はギャップサイズは、例えば、少なくとも６
０μｍ又は少なくとも１５０μｍであり得る。
【００４３】
　実施形態では、外部寄生虫は、船虫（ｓｅａ　ｌｏｕｓｅ）である。
【００４４】
　本発明はさらに、場合によっては、外部寄生虫を濃縮後、生存外部寄生虫を除去する工
程を含んでよい。生存外部寄生虫の生存場所では、場合によっては、外部寄生虫駆除剤を
適用して死滅しうる。
【００４５】
　本発明の態様は、魚の外部寄生虫の寄生の処理の使用のためのネオニコチノイドを提供
し、前記ネオニコチノイドはイミダクロプリド、又はその医薬上有効な塩若しくはエステ
ルではなく、前記ネオニコチノイドは飼料内投与用に構成又は処方されていない。
【００４６】
　好ましくは、当該ネオニコチノイドは、１８０分以下、１２０分以下、６０分以下、３
０分未満、２０分未満、１５分以下、１０分未満、又は５分以下で投与される
　好ましくは、ネオニコチノイドは浸水投与用に構成又は処方される。
【００４７】
　本発明者らは、ネオニコチノイドが、その生活環の運動段階における外部寄生虫に対し
てより効果的であることを見出した。従って、本発明の実施形態では、外部寄生虫は、運
動性生活環段階にある。本発明の他の実施形態では、外部寄生虫は、非運動性生活環段階
にある。外部寄生虫の個体群内では、外部寄生虫は運動性生活環と非運動性生活環の両段
階にある。従って、本発明の実施形態では、当該処理は、運動性及び非運動性の生活環の
両段階に対して有効であり得る。
【００４８】
　本発明の実施形態では、ネオニコチノイドは、１～５００ｐｐｍ、１～２００ｐｐｍ、
２０～２００ｐｐｍ、１～６４ｐｐｍ、１０～６４ｐｐｍ、１０～５０ｐｐｍ、５０ｐｐ
ｍ以上、１００ｐｐｍ以上、又は２００ｐｐｍ以上の濃度（ｗ／ｖ）で投与される。
【００４９】
　本発明の例示的実施形態では、ネオニコチノイドは、１、２、５、１０、１５、２０、
２５、３０、５０、６４、１００、２００又は５００ｐｐｍ　ｗ／ｖの濃度で投与される
。
【００５０】
　通常、ネオニコチノイドは１５ｐｐｍ　ｗ／ｖ、又は２０ｐｐｍ　ｗ／ｖの濃度で投与
される。
【００５１】
　特定の実施形態では、ネオニコチノイドは、１００ｐｐｍ　ｗ／ｖ以上の濃度で５～１
５分間、好ましくは２００ｐｐｍ　ｗ／ｖ以上の濃度で５～１５分間投与される。
【００５２】
　このように、ネオニコチノイドは、例えばウェルボートであってよい野外において、魚
から外部寄生虫を除去する安全かつ効果的な手段を提供する。
【００５３】
　ウェルボート環境は、処理の空間と時間が制限される点で、固有な課題を提示し、かつ
、処理済みの船虫が環境中に確実に放出されない点では、さらなるリスクがある。当該課
題にもかかわらず、本発明は、有利には、現場での船虫処理に成功し、船虫の処理水から
の除去のため、例えば、ウェルボートを陸上に戻さなくてもよく、又は、ウェルボートを
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他の容器に揚水して、処理若しくは陸上輸送をする必要がない。
【００５４】
　本発明は、外部寄生虫駆除剤又は除去済シラミの環境中への放出を回避する、いかなる
密閉領域での使用又は実施が可能である。本発明の実施形態は、ウェルボート上で実施さ
れる。
【００５５】
　驚くべきことに、本発明者らは、ネオニコチノイドを用いると、アザメチホス又はデル
タメトリンよりも外部寄生虫の除去により効果的であることを見出した。
【００５６】
　ネオニコチノイドはすべての外部寄生虫に対して有効であると考えられている。しかし
ながら、本発明の実施形態では、外部寄生虫は、船虫である。特定の実施形態では、船虫
はＬｅｐｅｏｐｈｔｈｅｉｒｕｓ　ｓａｌｍｏｎｉｓである。特定の実施形態では、船虫
は、Ｃ．ｅｌｏｎｇａｔｕｓ又はＣ．ｒｏｇｅｒｃｒｅｓｓｙｉ等のカリガス（Ｃａｌｉ
ｇｕｓ）属である。
【００５７】
　ネオニコチノイドは、すべての魚類の外部寄生虫の寄生に有効であると考えられている
。本発明の実施形態では、魚は、サケ科魚、イワナ属魚又は掃除魚である。本発明の特定
の実施形態では、サケ科はサケ又はマスである。本発明の特定の実施形態では、掃除魚は
、Ｃｙｃｌｏｐｔｅｒｏｉｄｅａ又はＬａｂｒｉｄａｅ科由来である。
【００５８】
　本明細書に記載される本発明の全ての態様及び実施形態では、用語「掃除魚（ｃｌｅａ
ｎｅｒ　ｆｉｓｈ）」とは、死滅皮膚及び／又は外部寄生虫等の望ましくない物質を除去
して、他の魚種に役立つ魚種をいう。本発明のいずれの実施形態でも、掃除魚は、ランプ
フィッシュ／ランプサッカー（Ｃｙｃｌｏｐｔｅｒｕｓ　ｌｕｍｐｕｓ）；Ｌａｂｒｉｄ
ａｅ科のラス；カナー（Ｔａｕｔｏｇｏｌａｂｒｕｓ　ａｄｓｐｅｒｓｕｓ）；及びｐａ
ｔａｇｏｎｉａｎ　ｂｌｅｎｉｅ（Ｅｌｅｇｉｎｏｐｓ　ｍａｃｌｏｖｉｎｕｓ）からな
る群から選択される１又はそれ以上の魚であってよい。Ｌａｂｒｉｄａｅ科のラスは、バ
ルーン・ラス（Ｌａｂｒｕｓ　ｂｅｒｇｙｌｔａ）、コルクウイング・ラス（Ｓｙｍｐｈ
ｏｄｕｓ　ｍｅｌｏｐｓ）、ロック・クック・ラス（Ｃｅｎｔｒｏｌａｂｒｕｓ　ｅｘｏ
ｌｅｔｕｓ）、ゴールドシンニー・ラス（Ｃｔｅｎｏｌａｂｒｕｓ　ｒｕｐｅｓｔｒｉｓ
）、及びカッコウ・ラス（Ｌａｂｒｕｓ　ｍｉｘｔｕｓ）からなる群より１又はそれ以上
選択しうる。本発明の特定の実施形態では、掃除魚はランプフィッシュ又はラッシュであ
る。
【００５９】
　本発明の特定の実施形態では、ネオニコチノイドは、イミダクロプリド、又はその医薬
上有効な塩若しくはエステルである。本発明の他の実施形態では、ネオニコチノイドは、
クロチアニジン、ジノテフラン、アセトアミプリド、ニテンピラム、ニチアジン、チアク
ロプリド若しくはチアメトキサム、又はそれらの医薬上有効な塩若しくはエステルであり
得る。
【００６０】
　本発明の特定の実施形態では、ネオニコチノイドは、クロチアニジン、ジノテフラン、
イミダクロプリド若しくはチアメトキサム、又はその医薬上有効な塩若しくはエステルで
ある。本発明の特定の実施形態では、ネオニコチノイドは、クロチアニジンである。本発
明の特定の実施形態では、ネオニコチノイドはジノテフランである。
【００６１】
　本発明の特定の実施形態では、ネオニコチノイドは、チアメトキサム、又はその医薬上
有効な塩若しくはエステルではない。
【００６２】
　本発明の特定の実施形態では、ネオニコチノイドは、クロチアニジン、又はその医薬上
有効な塩若しくはエステルではない。



(10) JP 2021-526793 A 2021.10.11

10

20

30

40

50

【００６３】
　本発明の実施態様は、外部寄生虫がネオニコチノイドによって最初に死滅されなくてよ
い。そのかわり、外部寄生虫は、魚から放出又は振り外されるように誘導されて、各々の
外部寄生虫は、生存状態、瀕死状態又は死滅状態のいずれかである。外部寄生虫はノック
ダウンされうる。例えば、用いられる外部寄生虫駆除剤に対する感受性が異なりうる船虫
の混合集団に寄生された魚を処理する場合、除去済船虫の個体群は、２又はそれ以上の状
態の混合物になる可能性がより高い。これにより、野外において潜在的危険物質の使用が
最小限に抑えられる。処理密封しても周囲環境から完全に隔離されない場合があるため、
適用時間を最小限にすることで、活性物質の漏出が生じうる現場で有用である。濃度は処
理時間を通して維持されなければならないため、当該状況下で、処理時間を短縮すること
で、環境中への薬剤損失を最小限に抑えることができる。その代わり、外部寄生虫は魚を
放出又は飛び降りるように誘導され、それぞれの外部寄生虫は、生きている状態、瀕死状
態、死んでいる状態のいずれかになる。された可能性がある。従って、当該実施形態では
、外部寄生虫を最初に死滅する必要はないが、処理の間に一部又は全てが死滅されるであ
ろう。外部寄生虫を放出する必要はあるが死滅させなくてよい実施形態では、ネオニコチ
ノイドは、致死未満用量及び／又は致死未満時間で適用され得る。当該実施形態は、外部
寄生虫の死滅には、達成に実用的でないか又は高費用なレベルの用量まで用量を高める必
要がある場合に、外部寄生虫防除剤に対してある程度の抵抗性を示す外部寄生虫の集団の
除去に有利に有用である。この点で、本発明は、処理抵抗性に対する解決策を提供する。
【００６４】
　他の実施形態では、ネオニコチノイドは、致死量及び／又は致死時間で適用される。
【００６５】
　他の実施形態では、ネオニコチノイドは、外部寄生虫をノックダウンする用量で適用さ
れる。
【００６６】
　致死以下の処理の場合、規制要因と優良な実務のため、除去済み外部寄生虫の環境中へ
の放出を回避する措置が必要な場合がある。従って、本発明の実施形態は、除去済み外部
寄生虫の環境への放出を阻止する最終工程を含む。
【００６７】
　本発明の実施形態では、ネオニコチノイドは、４～３２℃、４～２４℃、４～１８℃、
４～１６℃、５～１５℃、１０～１４℃、１２～１４℃の温度で適用される。
【００６８】
　本発明の別の態様は、１又はそれ以上の外部寄生虫駆除剤を含む魚の外部寄生虫の寄生
の処理に用いる組成物を提供し、１又はそれ以上の前記外部寄生虫駆除剤の１つが、本発
明に関する使用のためのネオニコチノイドである。
【００６９】
　本発明の特定の実施形態では、当該組成物は、１つの外部寄生虫駆除剤を含む。すなわ
ち、組成物はネオニコチノイドのみを含み、外部寄生虫駆除剤の他の形態を除外する。
【００７０】
　従って、例えば、本発明の実施形態は、ネオニコチノイドを含む組成物を提供するが、
カルバメート、有機リン酸、ピレスロイド、ピレトリン、クロロニコチニル、フェニルピ
ラゾール、オキサジアジン、ピラゾール、又は有機塩素から選択される薬剤の１又はそれ
以上を除外する。
以下、添付の図面を参照して、本発明を例示する：
【図面の簡単な説明】
【００７１】
【図１】イミダクロプリドを５つの濃度（０、１０、１５、２０及び２５ｍｇ／Ｌ）で浸
水処理したサケから除去したシラミの割合を示すグラフである。
【図２】イミダクロプリド１０ｍｇ／Ｌ及び２０ｍｇ／Ｌでの処理による、処理時間（ｎ
＝１０、ｔ≦５６分）の関数としての感染魚の割合のカプランマイヤープロットを示すグ
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【図３】イミダクロプリド、ジノテフラン、クロチアニジン、及び曝露時間が、最大曝露
時間で魚をノックアウトした場合の、シラミの割合に及ぼす影響を図３に示す。
【図４】イミダクロプリド、ジノテフラン、クロチアニジン基の曝露後２４時間の処理終
了時の位置（魚上）に関係なくシラミの反応性を示すグラフである。
【実施例１】
【００７２】
イミダクロプリド１０、３０、５０ｐｐｍによる処理
１．１．船虫チャレンジ
各々１５匹の魚を入れた８基の流水処理槽を設置した。魚は平均体重約２７０ｇ、性別は
混在するサケ（Ｓａｌｍｏ　ｓａｌａｒ）である。
卵性メスＬｅｐｅｏｐｈｔｈｅｉｒｕｓ　ｓａｌｍｏｎｉｓから採取した卵糸を採取し、
感染性のコペポダイドが産生されるまで培養した。およそ３３０～３５０個のコペポダイ
ドを含む８本のボトルを、それぞれ無作為に処理タンクに割り付けた（魚当たり平均２２
匹のシラミを得るために）。
チャレンジに備えて、タンク内の水流を停止し、光レベルを低下させた。次いで、シラミ
を各タンクに添加し、タンクを６時間完全暗所に維持した後、光レベルを上昇させ、水流
を再開した。
魚に１週間又は６週間、船虫を接種した。
【００７３】
　１．２　処理
１．２．１　１週間投与後の処理
船虫チャレンジから１週間後、３つのタンクの魚を１０ｐｐｍ　ｗ／ｖ、３０ｐｐｍ　ｗ
／ｖ、又は５０ｐｐｍ　ｗ／ｖのイミダクロプリドで処理した。一方のタンクは０．０３
％　ＤＭＳＯで処理し、もう一方のタンクは対照として海水で処理した。
各処理タンクについて、適当な量のイミダクロプリド（表１参照）を１００ｍｌのＤＭＳ
Ｏに溶解し、実験タンクからの約９００ｍｌの海水と混合して処理溶液を得た。実験用タ
ンクの水流を遮断し、処理液を添加した。
魚は、６０分間、全曝気の静水中で曝露され、曝露期間中に観察された。曝露期間の終了
時には、水は約１／３の容量に急速に排水され、その後、タンク内で流れが再開された。
表１
【００７４】
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【表１】

　１．２．２　６週間曝露後の処理
６週間後に、残りの３つの処理タンクの魚を１０ｐｐｍ　ｗ／ｖ、３０ｐｐｍ　ｗ／ｖ、
又は５０ｐｐｍ　ｗ／ｖのイミダクロプリドで処理した。処理は、惹起１週間後の処理用
タンクと同様に行った（１．２．１参照）。各処理槽に添加したイミダクロプリドの量を
表１に示す。
【００７５】
　〔５０ｐｐｍ　ｗ／ｖでの観察〕
イミダクロプリド添加２～６分後の観察では、５０ｐｐｍ　ｗ／ｖ投与群の水柱にシラミ
は認められなかった。
１２分間の処理後、約１０匹のシラミが宿主から分離され、水柱中に遊離したことが観察
された。１８分間の処理後、約２０匹のシラミが水柱で観察された。当該シラミの活発な
運動は記録されなかった。イミダクロプリド添加の４４分後、シラミはタンクの底部に不
活性で残存残していることが認められた。さらに、感染した魚はわずか５匹で、各々１匹
のシラミであった。イミダクロプリド添加５３分後、２～３匹の魚のみが単一のシラミ感
染をおこしたようだ。イミダクロプリド添加５８分後、１匹の魚に１匹のシラミのみが認
められた。イミダクロプリド添加８１分後、魚にシラミは認められなかった。
投与２日後、シラミの摂食及び付着に関連する病変はほぼ完全に消失したことが認められ
た。
【００７６】
　〔３０ｐｐｍ　ｗ／ｖでの観察〕
添加１０分後にイミダクロプリド３０ｐｐｍ　ｗ／ｖで処理した魚を入れたタンクの水柱
では、約１～２匹のシラミが観察された。添加１８分後、約１０匹のシラミが水柱に存在
した。添加２５分後、水中に約２０匹のシラミが認められ、６匹未満の魚が１匹あたり推
定１～２匹のシラミに感染したようだ。イミダクロプリドの添加３３分後、ほとんどの魚
はシラミ感染に対して陰性であると考えられた。宿主から隔離されたシラミはすべて不動
であった。添加４７分後、３匹の魚のみが感染しているようであり、各々１匹のシラミが
いた。イミダクロプリド添加５９分後、シラミに明らかに感染した魚はいなかった。イミ
ダクロプリド添加７８分後、４匹の魚に４匹のシラミが付着し、４匹の魚に１匹のシラミ
が観察された。６分後、これらの魚ではシラミは観察されず、タンク内のシラミはすべて
不動であった。
投与２日後、シラミの摂食及び付着に関連する病変はほぼ完全に消失したことが認められ



(13) JP 2021-526793 A 2021.10.11

10

20

30

40

50

た。
【００７７】
　〔１０ｐｐｍ　ｗ／ｖでの観察〕
イミダクロプリド添加後の最初の１９分以内に水柱でシラミは観察されなかった。添加後
２１日目、いくつかのシラミが水柱で活発に泳ぐのが観察された。４分後、これらのシラ
ミの大部分は不動であった。添加５４分後、２匹の感染魚が認められ、各々１匹の卵性メ
スが寄生していた。添加８６分後、単一メスシラミが宿主から分離されたのが観察された
。直接観察されなかったが、残りの卵性メスは、宿主から隔離されたことが認められた。
添加９１分後、単一のオスシラミが宿主の頭部で観察された。このシラミは処理後少なく
とも５日間宿主で観察された。
【００７８】
　１．２．３　終了
魚に船虫を投与してから８週間後に試験を中止した。魚をＭＳ２２２（トリカインメタン
スルホン酸）で麻酔し、Ｉｋｉ　Ｊｉｍｅツールを用いてピッチングした。各魚の体長、
体重、外表症状を記録した。すべてのシラミを各々の魚から除去し、性別と発育段階を記
録した。シラミをエタノール及び性別で保存し、ステージを実体顕微鏡で確認した。
【００７９】
　最終的なシラミの数を盲検下で測定した結果を表２に示す。データは、有病率及び存在
量として表される。有病率は、ある寄生虫種の複数の個体に感染した宿主の数を、調べた
宿主の数（感染した宿主と感染していない宿主を含む）で除し、％で表したものと定義さ
れる。
表２
【００８０】
【表２】

＊この投与群から２匹の魚が除去された。魚１：フォーク長３１６ｍｍ、総重量４５２ｇ
。成体（成熟）オス３例、成体メス６例が回復した。魚２：フォーク長２９０ｍｍ、総体
重３７９ｇ、オス１匹、メス１匹が回復。
【００８１】
　８週目に検査した全てのシラミのステージにおける感染の有病率は、２つの対照群と、
イミダクロプリドを１０、３０、５０ｐｐｍ　ｗ／ｖのいずれかで投与した１週間後の魚
との間で差がないと考えられた。しかし、上記のように、イミダクロプリドを１０、３０
又は５０ｐｐｍ　ｗ／ｖで処理した魚からは、船虫チャレンジ６週間後にシラミは採取さ
れなかった。この処理は、シラミの運動性寄生段階に対するすべての処理用量で１００％
有効であると考えられた。
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【００８２】
　チャレンジ１週間後に投与した魚では、ＤＭＳＯ対照群と比較してシラミの総量に有意
差は認められず、海水対照群と比較してシラミの量にわずかな差が認められたが、有意差
はないと考えられた。同様に、チャレンジから１週間後に処理した魚から採取したオスシ
ラミの個体数にも、対照群との間でわずかな差が認められた。投与１週間後に投与した魚
と対照群の卵母細胞数に有意差は認められなかった。
【実施例２】
【００８３】
処理濃度の最適化
２．１　船虫チャレンジ
１２０匹のサケ（Ｓａｌｍｏ　ｓａｌａｒ）を５つの流水処理槽に分割し、寄生虫誘発前
に２４時間馴化した。
卵性メスＬｅｐｅｏｐｈｔｈｅｉｒｕｓ　ｓａｌｍｏｎｉｓから採取した卵糸を採取し、
感染性のコペポダイドが産生されるまで培養した。その後、コペポダイドを海水の入った
５本の瓶に均等に分配し、～１０℃で一晩保存した。
惹起に備えて、処理槽内の水流を停止し、光レベルを低下させた。６５０　静水に±２０
種のコペポダイド（宿主当たり約２７種）を添加し、タンクを７時間完全暗所に維持した
後、光レベルを上昇させ、水流を再開した。
【００８４】
　２．２　相対的有効性試験
表３に示すように、魚を無作為に１０匹ずつ１０群に分け、３０　Ｌの水と高曝気を含む
静止した「処理バケツ」に入れた。
表３
【００８５】
【表３】

　８群（３～１０群）を、イミダクロプリドの必要濃度で６０分間処理した：イミダクロ
プリドをＤＭＳＯに溶解し、処理バケットに添加する前に～１Ｌのタンク水に添加した。
残りの群及びその反復（１及び２）は０．０３％のＤＭＳＯ対照であった。
実験動物は、副作用及び寄生虫感染の状態について注意深く追跡した。可能なかぎり、す
べての寄生虫が隔離されたと考えられる時間を記録した。処理は静止系で行われたので、
温度と溶存酸素を手順全体を通して定期的にモニターし、必要に応じてエアレーションを
調整した。
【００８６】
　処理期間後、被験動物を処理液から取り出し、人為的に安楽死させた。各魚の体重を測
定し、個々の寄生虫量を評価した。処理液中の寄生虫数も計測し、性別及び成体度、ネオ
ニコチノイド中毒の明らかな徴候、及び／又は回収の可能性について定性的に評価した。
【００８７】
　〔結果〕
４種類の処理濃度１０、１５、２０及び２５ｍｇ／Ｌのイミダクロプリドと０．０３％の
ＤＭＳＯ濃度を組み合わせたシラミの総除去率を表４及び図１に示す（ｎ＝２、ｔ＝６０
分、エラーバーは±ＳＥＭを示す）。
表４
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【００８８】
【表４】

６０分間の処理期間中、４種類の処理用量すべてで寄生虫感染の８０～１００％が除去さ
れた。
ロジスティック回帰を用いて、各濃度で処理後の寄生虫クリアランスを比較した。ロジス
ティック回帰分析は、Ｒ．ｖ．２．１３．０のｇｌｍ関数を用いて行い、二項分布又は準
二項分布（帰無偏差と自由度の比較により決定）を仮定した。
【００８９】
　全ての処理濃度での寄生虫クリアランスは０ｍｇ／Ｌより有意に大きかった（ｐ＜０．
０１）。クリアランスは２５ｍｇ／Ｌ（９７±３％）で１０ｍｇ／Ｌ（８０±１１％）よ
り有意に大きかった（ｐ＜０．０５）が、１５ｍｇ／Ｌ以上（９２±４％）の間では有効
性に有意差は認められなかった（ｐ＞０．４）。宿主動物を２０ｍｇ／Ｌで処理した場合
の寄生虫クリアランスは９２±７％であった。要約すると、イミダクロプリドは試験した
すべての濃度で宿主からＬ．ｓａｌｍｏｎｉｓを効果的に除去した。
【００９０】
　２．３　速度決定研究
イミダクロプリド１０ｍｇ／Ｌに曝露された船虫は、３０ｍｇ／Ｌに曝露されたシラミと
比較して、宿主から落下するのに時間がかかるようであった。
濃度と影響時間との関係を定量するために、２０匹の宿主動物をイミダクロプリド１０ｍ
ｇ／Ｌ又は２０ｍｇ／Ｌ（１０匹／濃度）のいずれかの処理濃度に無作為に割り付けた。
速度決定試験のロジスティックスは、本質的には相対的有効性試験と同じであったが、例
外として、魚を処理液から除去し、寄生虫の総クリアランスが生じたらすぐに安楽死させ
、手順及び関連する福祉的考慮のもと時間を最小限にすることができた。
【００９１】
　〔結果〕
イミダクロプリドを１０ｍｇ／Ｌ及び２０ｍｇ／Ｌで処理すると、宿主からの寄生虫の総
クリアランスがもたらされた。実験動物を処理の間中厳密にモニターし、総クリアランス
までの時間を最も近い分まで記録した。この事象は実験エンドポイントを表しており、こ
の時点で動物を摘出し、安楽死させた。
生存分析を用いて、寄生虫クリアランスまでの時間が１０ｍｇ／Ｌと２０ｍｇ／Ｌの間で
有意差があるかどうかを決定した。図２は、Ｋａｐｌａｎ－Ｍｅｉｅｒグラフで速度を視
覚的に表し、Ｍａｎｔｅｌ－Ｃｏｘ（ログランク検定）は、両者間に有意差がないと判定
する（ｐ＝０．４８、ｎ＝１０、ｔ≦５６分）。その結果、イミダクロプリドの濃度は寄
生虫クリアランスまでの時間に影響を及ぼさず、致死時間５０％（ＬＴ５０）は約２７．
５分と推定された。
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【００９２】
　この試験では、試験範囲内の最適濃度を１５ｍｇ／Ｌと決定したが、この濃度を上回る
有効性の統計学的に有意な増加は観察されなかった。さらに、濃度と効果発現までの時間
の関係は確立できなかった。すなわち、どの時点（≦５６分）においても、イミダクロプ
リド１０ｍｇ／Ｌでも２０ｍｇ／Ｌでも、寄生者の総クリアランス率に有意差は認められ
なかった。
【００９３】
　〔２．４　船虫の回復〕
相対的有効性試験（２．２参照）のサンプリング時点で、多数の寄生者が宿主に付着した
ままであった（１０ｍｇ／Ｌに曝露した人の２０％、１５及び２０ｍｇ／Ｌに曝露した人
の８％、２５ｍｇ／Ｌに曝露した人の３％）。
イミダクロプリドに曝露した寄生虫（宿主の処理後に手動で除去した寄生虫及び処理中に
剥離した寄生虫）の相対的有効性及び速度決定試験の双方から、清浄な海水に浸漬し、回
復の兆候を観察した。
最初の観察時に、曝露された個体が死滅しているか、あるいは活動的であることが確認さ
れた。なお活動的な個体のうち、筋興奮は協調不能、コントロール不能、制限されていた
。これらの個体は明らかに基本的な機能（宿主への付着と標的への移動）を果たすことが
できなかったことから、処理後も宿主に付着したままであった寄生虫は、その後下流に移
動した可能性が示唆された。
曝露後の期間（最長６時間）では、どの濃度のイミダクロプリドに曝露した寄生虫にも、
明らかな機能回復の徴候は認められなかった。
【実施例３】
【００９４】
ウェルボートにおける船虫寄生の処理
処理対象のサケを標準的な養殖ケージに混ぜ、ウェルボートの酸素添加したウェルにポン
プで注入し、各ウェルの魚の密度を水１立方メートルあたり９０ｋｇ又は１２０ｋｇとし
た。予混合イミダクロプリドをウェルに２０ｐｐｍ　ｗ／ｖの用量まで添加した。その後
、魚を６０分間処理した。処理期間の終了時に、魚をウェルから揚水し、脱水して、処理
水を確実にウェルに戻す。これを行うために、魚を格子状の棒状の上を通過させ、未処理
の海水で洗い流して、魚の外側に残った処理水を取り除いた後、海洋ペンに戻した。使用
後はすべての洗流水を保持した。
約５０μｍ又は約１５０μｍのメッシュサイズのメッシュフィルタに水を通して、瀕死及
び死んだ船虫及びそれらの卵弦を含む有機物を除去した。
【実施例４】
【００９５】
野外でのシラミのＬ．ｓａｌｍｏｎｉｓ及びＣａｌｉｇｕｓ属の処理
Ｌ．ｓａｌｍｏｎｉｓ及びＣａｌｉｇｕｓ属の感染の成体前及び成体期に対するイミダク
ロプリドの有効性を、イミダクロプリドによる処理を受けているサケについて、処理前及
び処理後の船虫数を測定することにより調べた。本試験は、ノルウェーの市販のサケ水槽
で実施された。サケをウェルボートにポンプで注入し、２０ｐｐｍのイミダクロプリドに
６０分間曝露した。サケの平均体重は３．５ｋｇで、水槽当たりの平均サケの数は１８万
匹であった。Ｌ．ｓａｌｍｏｎｉｓ及びＣａｌｉｇｕｓ属について水槽当たり３０匹の魚
を評価し、見つかったＬ．ｓａｌｍｏｎｉｓの各ライフステージの数を記録した。投与前
２４時間以内、投与後２４時間以内に実施した。
これらの評価は、合計４頭のサケ水槽で行った。処理に先立ち、魚は、処理前の船虫評価
が行われたウェルボートに送り込まれるように、水槽内で密な状態であった。処理後のシ
ラミの評価は、ウェルボートの流出管から魚を取り除くことによって行った。
いずれの時点においても、３匹の魚を採取し、麻酔浴に入れた。これを３０匹の魚が評価
されるまで１０回繰り返した。
試験に供した４つの水槽各々について、試験前又は投与後の活性シラミのライフサイクル
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の状態に応じて、本試験で魚当たりに観察されたシラミの数を表５に示す。いずれの魚も
投与期間中観察されたが、有害な行動は認められなかった。
表５－処理前の船虫数
【００９６】
【表５】

従って、イミダクロプリド処理はシラミのＬ．ｓａｌｍｏｎｉｓ及びＣａｌｉｇｕｓ属に
対する野外で効果的である。
【実施例５】
【００９７】
イミダクロプリドの船虫に対する効果の時間尺度
イミダクロプリドの効果の時間スケールを決定するために、成体前及び成体前の船虫に感
染したサケをストックタンクから取り出し、頭部に鋭い打撃を与えて殺傷した。魚をイミ
ダクロプリド０、２０、５０、１００、２００、５００ｐｐｍの存在下で３０リットルの
水に懸濁させ、船虫を３０～６０分間観察し、宿主から分離するかどうか、いつ分離する
かを観察した。
０ｐｐｍのイミダクロプリドに曝露した魚（陰性対照）では、６０分間観察が行われた。
５００ｐｐｍのイミダクロプリドを６０分間曝露した１匹の魚を除き、他の処理した魚は
すべて３０分間観察された。各投与群につき３匹の魚を試験した。
シラミが宿主から離れた時期、及び船虫の性と段階についての観察が認められた。宿主を
離れたシラミはすぐに清浄な海水に移された。さらに、曝露期間終了時に宿主上に残って
いたシラミは宿主から除去され、清浄な海水に移された。
【００９８】
　シラミは曝露期間終了直後と約２時間後の両方で観察された。
メスオスのシラミの割合は約５０：５０であった。水温は１２℃前後であった。
死んだ魚のシラミは、未処理の海水中に置かれ、６０分間の観察期間を通して宿主を離れ
ることはなく、いったんペトリ皿に移すと正常な動きを示した。これらの動きには、水泳
や付属肢の典型的な制御された動きが含まれていた。
【００９９】
　イミダクロプリドを短期間投与したところ、シラミには２つの顕著な変化が認められた
。第１に、甲殻状面の外側縁を内側に引き、シラミに円背のような外観を与えることで、
シラミの下面を魚から引き上げ、第２に、罹患した個体の腹部を魚の表面に対して約４５
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°の角度で引き上げた。
【０１００】
　宿主を離れる前に、シラミは一般に非常に活発になり、しばしば環状パターンで魚の表
面を移動した。いったん魚を離れると、彼らは試験タンクの底部に固定される前に、幅広
い螺旋状の下向きの動きをした。
２０～２００ｐｐｍのイミダクロプリドに曝露された群では、シラミの約５０％が最初の
１５分以内に宿主を離れた。５００ｐｐｍのイミダクロプリドに曝露した魚では、シラミ
の約７０％が最初の９分以内に宿主を離れた。残りのシラミは曝露期間の終わりまで宿主
に留まった。宿主上のシラミは処理中に甲殻状面の側方圧迫を受け、シラミのハンチバッ
ク様外観を生じた。
このように、大部分の船虫は１５分以内に処理宿主から離れた。
オスシラミはメスに比べて宿主を離れる可能性が高いようであった。イミダクロプリドに
曝露されたシラミは、通常、運動性の完全な喪失と付属肢の急速な攣縮を示した。メスシ
ラミはオスよりも付属肢の運動が少なかったが、腸の蠕動運動を示した。
【０１０１】
　〔宿主以外のシラミ（清浄な海水中）の観察〕
陰性対照－イミダクロプリドを投与されなかったシラミは、宿主から除去されたシラミに
典型的な行動を示した。これには消化管の活発な遊泳と蠕動運動が含まれた。付属器の動
きは系統的で制御されていると考えられた。シラミは物理的刺激に反応し、活発に移動し
た。
【０１０２】
　〔２０ｐｐｍ〕
２０ｍｇ／Ｌのイミダクロプリドに曝露された４９匹のシラミのうち、２匹は曝露後３０
分で死滅したと考えられた（ｐ．ｅ．）。ピンセットで触れると、シラミはペトリ皿の側
面から落ち、逆さまになって短時間泳いだ。しかし、遊泳は不安定で、大部分の付属肢の
過剰な動きが原因であるように思われた。残りのシラミは、脚、第２上顎及び一次触角を
含むそれらの付属肢の急速な攣縮を伴う瀕死状態と考えられた。２０ｐｐｍのイミダクロ
プリドに３０分間曝露したメスでは、腸管の蠕動が認められた。４９例中１２例は生きて
おり、刺激なしに活発に泳いでいるとみなされた。３０分間曝露したシラミは回復の兆候
を示さなかった。
【０１０３】
　〔５０ｐｐｍ〕
５０ｐｐｍのイミダクロプリドに曝露された２１匹のシラミのうち、４匹は３０分後に死
滅したと考えられた。主要な付属肢の攣縮が残りのシラミで認められたが、３０分間曝露
した２匹の成体メスでは蠕動が認められた。シラミ１４匹を生後２時間に検査したが、運
動は検出されず、死滅したとみなされた。２つの個体は１本の脚の攣縮を示し、４人の成
体メスは腸の蠕動運動を示した。
【０１０４】
　〔１００ｐｐｍ〕
１００ｐｐｍのイミダクロプリドに曝露された２８匹のシラミのうち、４匹は曝露期間終
了時に死滅したと考えられた。シラミは典型的に二次触角と二次上顎骨の攣縮を示した。
さらに１１匹のシラミが腸の蠕動運動を示した。甲骨の側方圧迫が多数の個体で認められ
た。２時間後、１７／２８匹のシラミが死滅したとみなされた。消化管の蠕動運動は、２
時間後にシラミ２８匹中９匹で認められ、すべて成体メスであった。最後に、シラミの１
本と他のシラミの脚４の触角は、２時間後に限定された攣縮運動を示した。
【０１０５】
　〔２００ｐｐｍ〕
２００ｐｐｍのイミダクロプリドに曝露された２６匹のシラミのうち、４匹は曝露期間終
了時に死滅したと考えられた。残りのシラミは、通常二次アンテナの攣縮を除いて動かず
、４匹の成体メスシラミで腸の蠕動運動が認められた。１匹のシラミの肛門の捻転が午後
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りの動物では限定的な攣縮が記録され、主に成体メス３匹の一次及び二次触角の収縮と消
化管の蠕動からなっていた。
【０１０６】
　〔５００ｐｐｍ〕
２０匹のシラミのうち６匹が、３０分後に死滅したと考えられた。このうち２例は、２時
間後に腸蠕動又は軽微な攣縮が認められたことが記録された。３０分後に調べた残りのシ
ラミは、１番目と２番目の触角が急速に収縮し、４匹の上顎脚がいくらか収縮し、腸の蠕
動運動が認められた。生後２時間で、シラミの１５／２０が死滅したと考えられた。３匹
のシラミは二次触角の攣縮を示し、２匹のシラミで消化管蠕動が記録された。
【実施例６】
【０１０７】
アザメチホス及びデルタメトリンを単離した船虫と比較
アザメチホス耐性及びデルタメトリン耐性の船虫とネオニコチノイドとの間に交差耐性が
ないことを確認するために試験を実施した。両性の成体前及び成体期（移動期）の両方を
用い、それらは群間で均等に分布した。イミダクロプリドを６０分間、アザメチホスを６
０分間、デルタメトリンを３０分間、１リットルの浴中で一定の濃度範囲で曝露した（表
６、７及び８）。シラミを処理後清浄な曝気海水に移した。実験中の海水の温度は１２℃
であったが、曝露中は６０分間曝露（イミダクロプリド及びアザメチホス）で約１４℃、
３０分間曝露（デルタメトリン）で１３℃に上昇した。
各レジームにおいて、生シラミ及び固定（死んだものを含む）シラミの数は、曝露終了か
ら約２０時間後に記録された。各シラミを個別に調べた。
このインビトロ試験におけるイミダクロプリド、アザメチホス及びデルタメトリンの比例
効果を表６、７及び８に示す。
表６－イミダクロプリドのシラミへの影響
【０１０８】
【表６】

表７－アザメチホスのシラミへの影響
【０１０９】



(20) JP 2021-526793 A 2021.10.11

10

20

30

【表７】

表８－デルタメトリンのシラミへの影響
【０１１０】
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【表８】

イミダクロプリドの推定ＥＣ５０値は７．６ｐｐｍ、イミダクロプリドの推定ＥＣ９０値
は１４．４ｐｐｍであった。アザメチホス及びデルタメトリンのＥＣ５０及びＥＣ９０は
算出されなかった。
【実施例７】
【０１１１】
インビボでのイミダクロプリド処理の濃度及び時間依存性
インビボでのイミダクロプリド処理の濃度及び時間依存性を測定するために、アトランテ
ィックサーモン（平均３２０．９ｇ）に海水（３２．５％塩分）中のイミダクロプリドを
１２℃で負荷した。活性剤の投与中、タンク内の水位を下げ、エアレーションを行った。
各チャレンジ時点で、チャレンジタンク中の魚当たり約４０個のコペポダイドの目標レベ
ルが得られるように、サケシラミのカイアシ培養物を計数し、調整した。
【０１１２】
　魚のサケシラミは標準的な方法で計数した。鰓及び口腔／口腔を含まない魚の外表面の
シラミのみが調査された。
タンク水又はタンク壁に付着した解離シラミの数を記録した。タンク水中のシラミを採取
し、処理直後及び３０～６０分後に再度（回復の可能性を評価するために）平滑なプラス
チック表面に吸引によって付着する能力について評価した。生きているシラミ及び生存可
能なシラミも参考のために模擬処理対照群から採取し、システムを評価するために同期間
、リバイバルチャンバーで飼育した。
魚の行動／外観は、各試験期間中にインビボで評価した。死滅率を含む行動及び／又は外
観の変化を記録した。試験中に死滅した魚はなく、剖検も行われなかった。
【０１１３】
　活性物質の試験液を調製（添加及び海水でホモジナイズ）し、４０リットルの処理容量
に投与した。
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～４０ｃｍ、高さ＝５４ｃｍ）を形成する樽に注意深く操縦した。これはタンク内に沈め
られ、基部は９ｍｍ２の角穴を有するプラスチック製のメッシュスクリーンに置き換えら
れた。
各試験開始から３分以内に魚を内部コンパートメントに移した。内部コンパートメントは
、処理を待つ間、保持タンク内に懸濁／浸漬された。
処理及び模擬処理は、魚で内部コンパートメントを排水し、試験液を入れた樽に移すこと
によって実施した。処理／模擬処理は、曝気／酸素化を伴う静水中で行った。酸素飽和度
を７０～１００％に設定するためにエアレーションを調整した。
【０１１４】
　処理された魚を入れた内部コンパートメントを水面に持ち上げて排水して処理を終了し
、その後、魚を直接、水なしで、致死的な過量の麻酔薬を含む第２プレートに移し、致死
まで放置した。これらの魚に残ったシラミと麻酔浴中に落下したシラミはすべて記録した
。
処理浴中の残りのシラミを、清浄な海水で水浴中に懸濁させたプランクトンメッシュ（孔
径２ｍｍ）を通して歪めた。このコレクター中のシラミをプラスチックビーカー（１リッ
トル）に移し、次に再びリバイバルチューブ（直径５ｃｍ、長さ１０ｃｍ）に移した。各
試験終了後３分以内に処理槽又はビーカーの壁に付着できるシラミは、生菌数と判定した
。壁に付着しなかったシラミを、再生チューブで３０～６０分間モニターした。３０～６
０分後にリバイバルチューブで生存可能と思われるシラミとそうでないシラミは、別々の
カテゴリーで採点した。
模擬処理対照は、同様の方法で行った。
各魚は処理前に１匹あたり平均１１匹のシラミがいた。イミダクロプリドの曝露時間は３
～６０分、用量は２０～２００ｐｐｍであった。
試験中に死滅した魚はいなかった。
表９は、イミダクロプリド処理によって魚から除去されたシラミの割合を示している。
表９－イミダクロプリドによる入浴処理の結果
【０１１５】

【表９】

表９は、シラミの総数に対する処理後に魚から除去されたシラミの割合を示している。３
分後及び６０分後に陰性対照群を重複して設けた。上付きの数字は各試験における３匹の
魚のシラミの総数を示す。
従って、イミダクロプリドは、処理時間を用いてシラミを除去するのに有効であった。
表１０は、処理によって魚から切り離された船虫の割合と、処理中に付着したまま回収さ
れ、処理後３０～６０分で活性化した船虫の割合を示したものである。
表１０－船虫の復活率
【０１１６】
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【０１１７】
【表１１】

このように、シラミはイミダクロプリドに反応して分離する。処理された船虫の一部は生
存可能であると思われる。生育可能な分離（及び死んだ）船虫は、処理水の濾過を用いて
除去される。
【０１１８】
　比較のために、同じ供給源からの船虫に感染した魚を、推奨用量の投与法に従い、アザ
メチホス０．１ｍｇ／Ｌ及びデルタメトリン０．２μＬ／Ｌで３０分間処理した。イミダ
クロプリドで処理したものと同様の条件下で処理を行った。模擬処理対照も投与した。各
処理条件は２回実施した。この比較試験の結果を表１１に示す。
表１１－アザメチホス及びデルタメトリンによる浴処理の結果
【０１１９】
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【表１２】

表１１は、シラミの総数に対する処理後に魚から除去されたシラミの割合を示している。
上付きの数字は各試験における３匹の魚のシラミの総数を示す。
このように、イミダクロプリドで見られるように、イミダクロプリドでは魚からシラミが
分離するのとは対照的に、船虫はデルタメトリン又はアザメチホスに反応して実質的に魚
に付着したままである。
【実施例８】
【０１２０】
イミダクロプリドの安全性
 
魚類に対するイミダクロプリド処理の安全性を評価した。２７１．８Ｌの海水を入れた流
水タンクに入れた魚を６５ｐｐｍ　ｗ／ｖの活性成分イミダクロプリドに曝露した。１７
．６７ｇのイミダクロプリドを１００ｍｌのジメチルスルホキシド（ＤＭＳＯ）に溶解し
、その溶液を約９００ｍｌの海水に添加し、混合した。スルータンク上の流動が無効にな
り、イミダクロプリドの溶液を添加した。
６５ｐｐｍのイミダクロプリドを静水中で１時間曝露し、５～１０分間隔で行動変化を観
察した。その後、魚をさらに７日間飼育した後、終了した。曝露期間中、魚類の行動に観
察可能な変化は認められなかった。魚をさらに７日間モニターしたが、副作用は認められ
なかった。終了時には、外部からの病理学的変化は認められなかった。
【実施例９】
【０１２１】
一連のネオニコチノイドの効果の比較
約２３３ｇの１８か月齢の大西洋サケにおいて、シラミＬｅｐｅｏｐｈｔｈｅｉｒｕｓ　
ｓａｌｍｏｎｉｓの移動性幼虫で、約２０ｐｐｍの４種の新規ネオニコチノイドへの様々
な時間の曝露中又は曝露の結果としてのノックダウン時間とその後の反応性／死滅率を調
べた。試験開始時、魚の健康状態に重大な問題はなかった。
通常の摂餌行動が再開されるまで、誘発前に最大１０日間まで順応させた。魚は７５０リ
ットルのタンクに３５ｋｇ／ｍ３以下のストッキング密度で収容された。タンクには、４
．８～１０．４℃の温度で５Ｌ／分を超える流量の海水を連続的に供給した。光周期は１
２時間明：１２時間暗に設定した。
【０１２２】
　〔チャレンジモデル〕
Ｌｅｐｅｏｐｈｔｈｅｉｒｕｓ　ｓａｌｍｏｎｉｓのコペポダイドの幼虫を、１タンク当
たり１，２５０～１，７００の目標力価で成体メスシラミから新たに取り出した卵弦の出
現により、静止浴中で誘発した。
【０１２３】
　〔チャレンジ資料の作成〕
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卵弦を妊娠した船虫から収穫し、ノープリウス包皮形成まで湧昇室でインキュベートした
。Ｎａｕｐｌｉｉをコペポダイドの齢まで脱皮させ（約１０℃で５日間）、タンク水を１
００μｍのメッシュで濾過した後、コペポダイドを２２５ｍＬの海水中に再懸濁させた。
２５ｍＬの試料を取り出し、次いで、２４ウェルプレート中で１～２ｍＬの試料に分割し
、ナウプリ／コペポディドを実体顕微鏡下で計数した。存在量が十分で、最低８０％がコ
ペポダイドである場合には、暗所での静水流下で８時間チャレンジした。
【０１２４】
　〔処理群の選択と割り付け〕
魚をタンクから無作為に選び、９０ｐｐｍのＭＳ２２２溶液で軽く鎮静させて、平衡の喪
失を誘導した後、頭部に回収不能な打撃を与えて犠牲にした。４～３３匹の魚が処理ごと
に必要であった。
次いで、カレット化した魚を処理タンクに懸濁した。魚はケーブルタイ（１本は弁蓋を貫
通し、１本は茎の周囲を通る）と木製ロッドに取り付けられたワイヤから水平にタンク内
に懸垂された。２０ｐｐｍの被験物質の２０Ｌタンクを１日１槽使用した。殺処分した魚
のシラミを５、１０、１５、３０、６０分のいずれかに曝露した（陰性対照は、試験する
最長の曝露期間をカバーするため、６０分間のみ曝露した）。処理中の順序を無作為に割
り付けた。
【０１２５】
　〔処理評価〕
シラミは、曝露期間中継続的にモニターされ、魚からのシラミの剥離を含め、観察された
行動学的観察が行われた。曝露終了時に、シラミをタンク又は魚から取り出し、通気口の
付いた小さなプラスチック製スクリュートップ容器（１２５ｍＬ、ＬＤＰＥ、２５ｍｍ穴
）に入れ、蓋に穴をあけ、２００μｍのメッシュで固定し、濾過した海水を供給された清
浄なタンクに移し、そこで２４時間保持した。魚から離れたシラミは離れていないシラミ
と離れていた。
【０１２６】
　〔処理後の評価〕
処理２４時間後にシラミをスクリュートップ容器から取り出し、生存しているかどうか、
生存している場合は反応性があるかどうかを確認した。カテゴリーは以下のように定義さ
れた：生存－検出された動き；反応－生存であり、協調して刺激を能動的に回避する；死
－検出されなかった動き。
反応性と定義されたシラミは、魚に再付着する可能性がある。評価後、幼虫及び性の決定
が必要な場合には、シラミを７０％アルコールに移した。
【０１２７】
　〔外部寄生虫処理の対照及び試験〕
対照処理は海水であった。試験した外部寄生虫処理は、ネオニコチノイド：イミダクロプ
リド、ジノテフラン、ニテンピラム、クロチアニジン及びチアメトキサム（すべてSigmaA
ldrich,Dorset,UKから入手）であった。
曝露日に、２００ｍｇの試験外部寄生虫処理を１Ｌの海水に添加した。ニテンピラム１９
２ｍｇのみを供給した。溶液を、撹拌プレート及び磁気ノミ（ＶＷＲ）を用いて、均一な
溶液を確実にするために強い渦を発生させるのに十分な速度で、３０分間機械的に撹拌し
た。その後、９Ｌの海水を入れた約２５　Ｌの透明プラスチック製タンクに移送した。次
いで、溶液を、小型ポンプ（フルバルシーＣＰ１）を用いてさらに１０分間混合し、次い
で、魚の添加前にタンクから除去した。最終濃度は、１９ｐｐｍの濃度のニテンピラムを
除き、すべての試験外部寄生虫処理について２０ｐｐｍであった。
【０１２８】
　〔結果〕
〔処理成績〕
各処理には、１回あたり１～４匹／回、１群あたり２～１３匹／回が必要である。陰性対
照（海水）、ジノテフラン、クロチアニジン及びチアメトキサムによる処理を２回、イミ
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あった。個々の処理ごとに用いたシラミの平均数は５．５～１０個で、１群当たりの平均
数は６．２～７．２個であった。
【０１２９】
　イミダクロプリド（６０分で９２．９％）、ジノテフラン（６０分で５３．３％）及び
クロチアニジン（３０分で６９．２％）処理でノックダウン効果が認められた（表１２）
。海水群とチアメトキサム群ではノックダウンは観察されなかった。
表１２－魚から落下した船虫の割合
【０１３０】
【表１３】

表１２は、６回の処理期間の終了時に処理魚から落下した船虫の割合を示したものである
。「Ｎ／Ａ」は未試験を示す。
ニテンピラムに曝露された２匹のシラミは落下したが、試験の結果、シラミは物理的に損
傷を受けていることがわかり（おそらくは魚の殺傷時）、これがニテンピラムよりもむし
ろノックダウンの原因であった可能性がある。
イミダクロプリド及びクロチアニジン処理では、ノックダウン時間が曝露時間に等しいシ
ラミの割合は、曝露時間と負の相関を示す（図３）。処理中、イミダクロプリドに曝露さ
れたシラミは、魚から離れる前に活性があることが認められた。クロチアニジンに曝露し
たシラミは比較的不活性であることがわかった。このことは、ノックダウン時間が曝露時
間と同じであるシラミの割合に反映されているようだ（表１３及び１４）。
表１３－ノックダウン時間
【０１３１】

【表１４】

表１３は、５回の投与で適用した６回の処理のノックダウン時間（秒、平均値±標準誤差
）を示している。「Ｎ／Ａ」は試験されていないことを示し、「空白」はシラミがノック
ダウンされていないことを示し、「＊」はシラミが１匹しかノックダウンされていないこ
とを示す。
表１４－ノックダウン期間が曝露期間に等しい船虫の割合
【０１３２】
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【表１５】

表１４は、ノックダウン時間が曝露時間と等しいシラミの割合を示したものである。「な
し」は試験されていないことを示し、「空白」はシラミがノックダウンされていないこと
を示し、「＊」はシラミが１匹のみノックダウンされたことを示す。
【０１３３】
　〔処理後の結果〕
（i）曝露終了時に魚の上に残っているシラミ
海水処理したシラミはすべて反応性であった（表１５）。イミダクロプリドで処理したシ
ラミの反応性は１５分以降に徐々に影響を受け、６０分間の処理ではシラミ反応性は認め
られなかった。ジノテフランに曝露されたシラミは、影響を受けなかった１０分間の曝露
を除いて、反応性が低下した。クロチアニジンは、１０、１５及び３０分曝露でシラミの
反応性に影響したが、５及び６０分曝露では影響しなかった。これは、低複製のためにア
ーチファクトである可能性がある。チアメトキサムに曝露されたシラミは、１匹のシラミ
のために、曝露６０分後にわずかに影響を受け、ニテンピラムに曝露されたシラミは、曝
露期間中ずっと影響を受けなかった。
表１５－魚から採取されたシラミの反応性
【０１３４】
【表１６】

表１５は、投与期間終了時に魚から回収された船虫の反応率を示したものである。
（ii）曝露終了により魚をノックアウトしたシラミ
ノックダウンは、イミダクロプリド、ジノテフラン、ニテンピラム及びクロチアニジン基
で認められた（表１６）。これは陽性対照群で最も顕著であり、１０分間の曝露からノッ
クダウンがあった。曝露時間の増加に伴い、反応性は漸進的に消失した。６０分間曝露し
たシラミは反応性を示さなかった。ジノテフラン群では、１５分目に１００％、３０分目
に０％の反応性が認められたが、これはシラミ１匹の反応性によるものであった。これら
の各曝露時間にシラミが１匹だけ落下したので、この結果はある程度の注意を払って処理
すべきである。ニテンピラム投与では、シラミは物理的に損傷を受け、死滅した。損傷は
、サケ殺傷時に起こった可能性が最も高い。クロチアニジンは、１５、３０、６０分曝露
でそれぞれ０％、４４％、３３％の反応性を示した。１５分間の曝露での０％の反応性は
、１匹のシラミでは反応性がなかったためであった。
表１６－魚から採取されたシラミの反応性
【０１３５】
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【表１７】

表１６は、処理後２４時間で処理終了時にタンクから回収されたシラミの反応率を示す。
データテーブルに入力がない場合は、シラミが落ちなかったことを示している。
すべてのシラミの反応性を検討したところ、海水処理群及び多かれ少なかれクロチアニジ
ン群では反応性性は漸進的に消失した（図４）。ジノテフラン群では、曝露時間に関連し
た明らかな影響は認められなかった。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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